
Ⅲ 平成２０年度予算概算要求概要

１．社会資本整備事業特別会計：道路整備勘定

土地区画整理事業は、道路や広場等の公共施設と宅地を一体的・総合的に整備す

る事業であり、大都市から地方都市、既成市街地から新市街地まで多様な地域で、

多様な課題に応じて活用される市街地整備の代表的手法である。

社会資本整備事業特別会計（道路整備勘定）による土地区画整理事業に関する支

援方策は下記のとおり。

社会資本整備事業特別会計（道路整備勘定）による土地区画整理事業に関する支援方策

土地区画整理事業費補助

土地区画整理事業国庫補助金（通常費）

地方道路整備臨時交付金

連続立体交差関連公共施設整備事業

(連続立体交差事業に関連する事業についての統合補助金)

(通常費、交付金と同様の取り扱い)

住宅市街地総合整備事業（住宅市街地基盤整備事業）

(通常費、交付金と同様の取り扱い)

※地方特定道路整備事業

土地区画整理事業調査費補助

・土地区画整理事業の実施に先立って行う調査に対する国庫補助

都市再生総合整備事業（都市拠点形成基盤整備促進事業）

（社会資本整備事業特別会計（道路整備勘定））

・土地区画整理事業へのアクセス道路（街路・地方道）等の整備に対する国庫補助



(1) 土地区画整理事業費補助

土地区画整理事業費補助は、土地区画整理事業によって施行地区内の都市計画道

路が整備されることに着目し、それらの都市計画道路を用地買収方式により整備す

ることとして積算した事業費の額等を限度額として、社会資本整備事業特別会計

（道路整備勘定）から補助を行うものである。

また、連続立体交差事業にあわせて一体的に実施する必要がある街路事業、土地

区画整理事業等について、社会資本整備事業特別会計（道路整備勘定）から統合補

助金として補助を行う連続立体交差関連公共施設整備事業の活用が可能である。

さらに、補助対象の都市計画道路が一定の要件に合致する場合、住宅市街地総合

整備事業（住宅市街地基盤整備事業）の活用が可能である。

◇土地区画整理事業における社会資本整備事業特別会計補助(道路整備勘定)の採択基準◇

１）施行者別区分

交 付 対 象

補助の種別 補助方法 備 考

補助事業者 間接補助事業者

公共団体等 直接補助 都道府県、市町

区画整理補助事業 村等、独立行政

法人都市再生機

構

組合等 間接補助 都道府県、指定 個人、農住組 個人施行者は、同意施行

区画整理補助事業 市 合、 土地区画整 者(民間事業者を除く)、

理組合、独立行 独立行政法人都市再生機

政法人都市再生 構、(財)民間都市開発推

機構、地方住宅 進機構と共同して施行す

供給公社、区画 る民間事業者に限る。

整理会社



２）採択基準等

採 択 基 準 補 助 基 本 額 補助率

① 面積５ha以上。ただし、 補助基本額＝

ア）既成市街地内（ＤＩＤ地区内及び 土地区画整理事業総事業費－負担

ＤＩＤ地区に隣接する地区）で実施 金等控除額（公共施設管理者負担

される事業 金、鉄道負担金、保留地処分金等）

イ）被災市街地復興土地区画整理事業

公 にあっては２ha以上。 ［補助の限度額］

共 ② 街路事業の採択基準に適合する都市 〇 12m以上の都市計画道路の用 １／２

団 計画道路の新設又は改築を含む地区。 地買収方式事業費

体 ③ 補助基本額が３億円以上の地区 〇 「既成市街地内の土地区画整理 一部

等 事業、被災市街地復興土地区画整 5.5/10

施 理事業」にあっては、8m以上の都

行 市計画道路の用地買収方式事業費 沖縄

○ 「安全市街地形成土地区画整理 9/10

事業、阪神・淡路大震災に係る被

災市街地復興土地区画整理事業」

にあっては、一定の条件を満たす

6m以上の都市計画道路の用地買

収方式事業費

① 都市計画事業として施行されるもの 補助基本額＝

② 面積１０ha以上。ただし、 土地区画整理事業総事業費－負担

ア）既成市街地内（ＤＩＤ地区内及び 金等控除額（公共施設管理者負担

ＤＩＤ地区に隣接する地区）で実施 金、鉄道負担金、保留地処分金等）

される事業

イ）被災市街地復興土地区画整理事業 ［補助の限度額］ １／２

にあっては２ha以上。 〇 12m以上の都市計画道路の用

組 ③ 街路事業の採択基準に適合する都市 地買収方式事業費 一部

合 計画道路の新設又は改築を含む地区。 〇 「既成市街地内の土地区画整理 5.5/10

等 ④ 補助基本額が３億円以上の地区 事業、被災市街地復興土地区画整

施 ⑤ 施行後の公共用地率が２５％以上 理事業」にあっては、8m以上の都 沖縄

行 ⑥ ２０ha未満の地区にあっては用地買 市計画道路の用地買収方式事業費 9/10

収方式事業費が総事業費の１／３以上 ○ 「安全市街地形成土地区画整理

なお、特定土地区画整理事業又は都 事業、阪神・淡路大震災に係る被

市再生機構、公社施行の事業にあって 災市街地復興土地区画整理事業」

は①～④まで、宅地開発誘導道路関連 にあっては、一定の条件を満たす

事業については①～⑤までで足りる。 6m以上の都市計画道路の用地買

収方式事業費



(2) 地方道路整備臨時交付金

地方道路整備臨時交付金(以下「交付金」という。)は、地方の創意・工夫を活か

した個性的な地域づくりを推進すること目的として、一定の地域において、地域の

課題に対して、一体として行われるべき事業に対して交付金を交付するものである。

(3) 土地区画整理事業調査費補助

土地区画整理事業を円滑に推進するため、事業化を図る各段階で、以下の調査

について国庫補助を行うものである。

a.まちづくり基本調査

区画整理予定地区を含む市街地整備の緊急性が高い地区について、市街地

環境評価、整備課題の整理等を行った上でまちづくりの基本構想を作成し、

基本構想の実現方策を検討する。

b.区画整理事業調査

基本構想等に基づき区画整理施行地区を設定し、現況測量や区画整理設計

を行い、事業計画の案を作成する。

c.区画整理促進調査

事業に対する理解を深め事業化を促進するため、説明会の開催、意識調査、

換地設計の準備、組合設立の準備等を行う。

(4) 都市再生総合整備事業（都市拠点形成基盤整備促進事業）（社会資本整備事業

特別会計：道路整備勘定）

土地区画整理事業等による市街地整備に関連して必要となる周辺のアクセス道路

（街路事業、地方道事業）や公園等の整備について、補助するものである。

(5) 土地区画整理事業における電線類地中化の推進

環境や景観への意識が高まる中、電線類の地中化や無電柱化への要請が強まっ

良好な都市環ており、平成１６年４月に策定された「無電柱化推進計画」には、

境・住環境の形成が特に必要な地区においては、主要な非幹線道路も含めた面的

土地区画整理事な整備を実施することが基本方針とされている。既成市街地等の

業において無電柱化に積極的に取り組む。

この際、事業の当初段階から電線管理者等と調整を図ることや、電線共同溝整

備と併せ、地域や沿道の状況に応じた柔軟な整備手法を活用することが重要であ

る。柔軟な整備手法の事例としては、①裏回し配線等により無電柱化を図る等、

配線計画による無電柱化、②街路灯を利用した民地への引き込み等、引き込みコ

ストの低減や民地側の需要変動に対応できる手法の採用、等が考えられる。この

他にも、コンパクトな構造物の採用によりコスト縮減を図り、積極的に電線類地

中化へ向けた取り組みを行うことが望まれる。



道路特定財源の見直し

道路特定財源については、「道路特定財源の見直しに関する具体策」（平成18年12月８

日閣議決定）に基づく見直しを進めます。

道路特定財源の見直しに関する具体策（平成18年 12月８日閣議決定） 

 

我が国の競争力、成長力の確保や地域の活性化のため必要な道路整備を計画的

に進めることは、引き続き、重要な課題である。他方、我が国財政は極めて厳し

い状況にあり、国民負担の最小化のため、歳出削減を徹底し、ゼロベースで見直

すことが必要となっている。 

このため、昨年末の政府与党合意、行革推進法等に基づく道路特定財源の見直し

については、以下に定めるところにより行うものとする。 

 

１．道路整備に対するニーズを踏まえ、その必要性を具体的に精査し、引き続き、

重点化、効率化を進めつつ、真に必要な道路整備は計画的に進めることとし、

１９年中に、今後の具体的な道路整備の姿を示した中期的な計画を作成する。

特に、地域間格差への対応や生活者重視の視点を踏まえつつ、地方の活性化

や自立に必要な地域の基幹道路の整備や渋滞解消のためのバイパス整備、高速

道路や高次医療施設への広域的アクセスの強化など、地域の自主性にも配慮し

ながら、適切に措置する。 

 

２．２０年度以降も、厳しい財政事情の下、環境面への影響にも配慮し、暫定税

率による上乗せ分を含め、現行の税率水準を維持する。 

 

３．一般財源化を前提とした国の道路特定財源全体の見直しについては、税率を

維持しながら、納税者の理解を得ることとの整合性を保ち、 

① 税収の全額を、毎年度の予算で道路整備に充てることを義務付けている現在

の仕組みはこれを改めることとし、２０年の通常国会において所要の法改正

を行う。 

② また、毎年度の予算において、道路歳出を上回る税収は一般財源とする。

 

４．なお、以上の見直しと併せて、我が国の成長力や地域経済の強化、安全安心

の確保など国民が改革の成果を実感できる政策課題に重点的に取り組む。その

一環として、国民の要望の強い高速道路料金の引下げなどによる 

既存高速ネットワークの効率的活用・機能強化のための新たな措置を講ずること

とし、２０年の通常国会において、所要の法案を提出する。 



土地区画整理事業による個性ある街づくりの推進

景観法が制定されるなど良好な景観形成の重要性が広く認識されており、これまで「ふる

さとの顔づくりモデル土地区画整理事業」として行われてきた先導的事例（平成１６年度末

までに、全国２９６地区をモデル地区指定）だけでなく、一般的に全ての事業においても個

性ある街づくりの推進が必要になっている。

このため、平成１７年３月にふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業のモデル地区の

指定制度を廃止し、全ての事業について取り組み状況に応じて個性ある街づくりの推進のた

めの支援を行うこととしている。

なお、個別の事業において良好な景観形成に取り組む際には、平成１７年３月に策定した

景観形成ガイドライン「都市整備に関する事業」(案)を参考とされたい。

＜取り組みの程度に応じた支援内容、手続き＞

個性ある街づくりのための取り組みの程度に応じて、道路特会及び一般会計の補助制度に

おいて公共施設のグレードアップ等に対する支援を行うものである。

景観形成に配慮した一般的な事業 地域活性化の核の形成や、良好な景観の形成等の観点か

ら、施行者と住民等が協力して、個性ある街づくりに積極

的に取り組む事業

街づくり委員会等により、地区の 以下のａ～ｄの全ての取り組みを行う地区要

街並みについて検討の実施や地区 ａ 専門家や住民等の参加による事業の推進（左欄と同じ）件

の住民の意見の調査を行い、景観 ｂ 個性ある街づくりのための計画の策定及び公表

ガイドラインを策定する等の取り ｃ 建築物等の用途、意匠等を制限する地区計画、景観計

組みを実施する地区 画、景観条例等の策定

ｄ 住民、ＮＰＯ法人、企業等による街づくり活動や景観の

形成及び維持又は管理

以下の費用が道路特会及び一般会 以下の費用が道路特会及び一般会計の国庫補助制度の対象支

計の国庫補助制度の対象となる。 となる。援

ａ 街づくり委員会等の設置・運営 ａ 街づくり委員会等の設置・運営対

ｂ 専門家の活用 ｂ 専門家の活用象

ｃ 地域の特性に応じたカラー舗 ｃ 個性ある街づくりのための計画の作成

装、照明等の整備 ｄ 地域の特性に応じて特に必要となる高品位の舗装、照

明、植栽等の整備

・実施計画の協議の際に、グレー ・公共施設のグレードアップを行う場合は、良好な都市空手

ドアップの内容、必要性等につ 間の維持管理・形成が特 に必要な区域等について、建続

いても協議 築物等の用途、意匠等を制限する地区計画、景観計画、き

・グレードアップの目安について 景観条例等を定めた上で、実施計画の協議の際に、個性等

は通常単価の３倍程度 ある街づくりのための計画を提出するとともに、グレー

ドアップの内容、必要性等について協議

・グレードアップの目安については通常単価の５倍程度



２．都市再生区画整理事業

(1) 都市再生区画整理事業の概要

防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等の都市基盤が不

十分で整備の必要な既成市街地並びに被災した市街地において、土地区画整理

事業の実施により、都市基盤の整備と併せて街区の再編を行い、もって土地の

有効利用を促進するとともに、安全・安心で快適に暮らすことができ、活力あ

る経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を図る。

都市再生区画整理事業

都市再生事業計画案作成事業(調査)

既成市街地等の再生・再構築を行う土地区画整理事業を実施するため
の事業計画の案の作成に対する補助事業

都市再生土地区画整理事業
(事業)

・重点地区(安全市街地形成･街なか再生:補助率1/2)
・一般地区(上記以外の既成市街地事業 :補助率1/3)

都市基盤が貧弱で整備が必要な既成市街地の再生・再構築を行う土地
区画整理事業に対する補助事業

被災市街地復興土地区画整理事業

大規模な災害により被災した市街地の復興を行う土地区画整理事業に
対する補助事業

緊急防災空地整備事業

既成市街地における土地区画整理事業予定地区において、事業化を促
進するとともに、緊急に防災性向上を図る事業に対する補助事業

都市再生区画整理統合補助事業

※１ 都市再生区画整理事業は、まちづくり交付金の事業として実施するこ

とが可能である。

※２ 社会資本整備事業特別会計（道路整備勘定）補助地区において、都市

再生区画整理事業を併用することが可能である。



【 現 況 】 
高度利用推進区

まとまった空地

【高度利用推進区の活用】 

◇宅地の個別利用では、魅力的なビルが

　建設できない。　　　　　　　２～３階

◇高度利用を望む地権者が
　散在

【従来の事業】

◇高度利用を望む者の土地を集約換地し、

　地権者と街の双方にとって魅力的な
　高度利用を実現 ８階程度　　　　
　
◇「高度利用推進区」内の高度利用を望　
　まない者の土地は、施行地区内の
　「高度利用推進区」外に換地
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　散在

【従来の事業】

◇高度利用を望む者の土地を集約換地し、

　地権者と街の双方にとって魅力的な
　高度利用を実現 ８階程度　　　　
　
◇「高度利用推進区」内の高度利用を望　
　まない者の土地は、施行地区内の
　「高度利用推進区」外に換地

(2) 特徴

都市再生土地区画整理事業は、民間の建築活動が可能となるよう街区を再編す

る事業(土地区画整理事業)の支援が可能な事業であり、都市計画道路の整備が行

われない事業や、面積の小さな事業についても補助対象としている。

従来の土地区画整理事業は、行政側の事業実施に併せて建築活動が行われるこ

とが一般的であったが、今後は、既成市街地の再生の観点から、地権者等による

民間建築活動を契機とした敷地の集約化・共同利用、街区の再編を行う組合等の

事業の支援を重点的に推進すべきである。

なお、このような事業の支援のためには、助成制度である都市再生土地区画整

理事業と併せて、法律制度である高度利用推進区制度の活用が極めて有効である。

高度利用推進区制度について

高度利用推進区制度は、土地の所有者の申し出に基づき集約化し、街区の再編と併せて土地の

高度利用を図る換地の特例制度であり、主要駅周辺など高度利用ニーズの高い地域、建物の不燃

化や共同化等が必要な密集市街地、虫食い遊休地の整理を図るべき地域等において、土地の集約

化による健全な土地利用を図ろうとする場合に特に有効である。



(3) 新規要求事項

①集約型都市構造への転換・既成市街地の再整備の推進

●重点地区の事業タイプの再編

密集市街地の解消、中心市街地や駅周辺等の拠点的市街地の形成を促

進するため、支援対象の一層の重点化を図るとともに、重点地区の事業

タイプを再編する。

●換地設計上必要な移転補償費を補助限度額に追加

移転物件の多い密集市街地等において、事業の迅速化を図る観点から

換地設計上必要な移転補償費への支援を拡充する。

●公共施設充当用地上の建築物等の移転補償費を補助限度額に追加

更地の確保が困難な地区において、公共施設充当用地上の建築物等の

移転補償費を補助限度額の積算対象に追加する。

②歴史的環境の保全・整備の推進

●歴史的環境保全整備重点地区（仮称）を追加

市街地における歴史的環境の保全及び整備に資する土地区画整理事業

を実施する場合、重点地区に位置づける。

●まちなみ形成に資する建築物等の移転補償費を補助限度額に追加

歴史的建築物等を活かしたまちなみ形成に資する建築物等の移転補償

費を補助限度額の積算対象に追加する。

③地震に強い都市づくりの推進

●「地震に強い都市づくり推進５箇年計画」に位置づけられた事業に対す

る支援の拡充

避難地、避難路の整備やライフラインの耐震化等、地震に強い都市の

早期形成を推進するため、「地震に強い都市づくり推進５箇年計画」に

位置づけられた事業について、支援対象の拡充を行う。



(4) 制度内容
イ．地区要件等

都市再生事業計画 ◇地区要件
都市再生土地区画整理事業の地区要件と同様。但し、右欄に*1がある要件案作成事業

は適用しない。また、*2がある要件は予定を含む。

都 市 再 生 ◇地区要件
○一般地区土地区画整理事業
次の要件を全て充たす地区
・直前の国勢調査に基づくD I D内又は隣接する地区
・市町村の都市計画に関する基本方針、都市再生整備計画等法に基づ

く計画に位置づけ ････････････････････････････ *2
・施行前の公共用地率15％未満（幹線道路等を除く） ････････････ *1
○重点地区
一般地区の要件に加え、次のいずれかの要件を充たす地区

[ 安全市街地形成重点地区 ]
以下の①及び②に該当する地区
① 以下のいずれかの要件を充たす地区
(ｲ) 防災再開発促進地区（密集法）の区域内に存する地区 ･･ *2
(ﾛ) 以下の全ての要件を充たす地区

a.地域防災計画（災害対策基本法）に位置づけられた地区 *2
b.以下のいずれかの区域内の地区

・三大都市圏の既成市街地等
・政令指定都市、県庁所在地
・地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推
進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策
推進地域

・地震予知連の指定地域
② 以下のいずれかの要件を充たす地区 ････････････････････ *1
(ｲ) 防災公園・市街地一体整備事業の区域内の地区
(ﾛ) 地区内の老朽住宅棟数が５０棟以上かつ建築物棟数密度に

応じた老朽住宅棟数率の要件を満たす地区

建築物棟数密度 老朽住宅棟数率
（１ｈａ当たり）
30以上40未満 ７割以上
40以上50未満 ６割以上
50以上60未満 ５割以上
60以上70未満 ４割以上
70以上 ３割以上

[ 街なか再生重点地区 ]
以下の全てを充たす地区
(ｲ) 中心市街地活性化法の認定基準に合致する地区
(ﾛ) 中心市街地活性化基本計画の目標の実現に大きく貢献する中

核的な地区であり、都市機能導入施設の整備が行われる地区

◇面積要件
指定容積率(予定を含む)／１００ × (施行面積) ≧ 2.0ha
*一体的土地区画整理事業プログラムにおいて、街路等の他事業と一体的に行われる複

数の土地区画整理事業であって、一体的に整備すべき一団の区域の１／２以上が土地区

画整理事業により整備される場合を含む。

*安全市街地形成重点地区のうち重点供給地域において行う事業については、

指定容積率(予定を含む)／１００ × (施行面積) ≧ 1.0haとする。

*密集市街地緊急リノベーション事業の整備計画に位置付けられた事業については、面積要

件を１／２まで引き下げる。

被災市街地復興 ◇地区要件
次の要件を全て満たす災害に係る市街地土地区画整理事業

・被災市街地復興特別措置法に基づく被災市街地復興推進地域
・被災地の面積が概ね20ha以上
・被災戸数が概ね1,000戸以上

：なし◇面積要件



緊急防災空地 ◇地区要件
次の要件を全て充たす地区整備事業
(ｲ) 都市計画決定済で減価補償地区となることが確実な地区
(ﾛ) 直前の国勢調査に基づくDID内又は隣接する地区で、
以下のいずれかに該当する地区

・三大都市圏の既成市街地等
・人口１０万人以上の市
・基本計画（中心市街地法）に定める中心市街地
・地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推進地域、日
本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域

・地震予知連の指定地域
：なし（ただし画地単位）◇面積要件

ロ．補助対象等

「都市再生事業計画案作成事業」

・事業計画案作成費

「都市再生土地区画整理事業」、「被災市街地復興土地区画整理事業」及び

「緊急防災空地整備事業」

・詳細次表

被 災 市 街 地 緊急防災
都市再生土地区画整理事業 復興土地区画 空 地

整 理 事 業 整備事業

防災空地の補助対象 調査設計費、宅地整地費、移転移設費、
取得に要す公共施設工事費、供給処理施設整備費、
る経費電線類地下埋設施設整備費、減価補償費、 左記に加え、

公開空地整備費、立体換地建築物工事費、 被災者用仮
仮設建築物整備費、営繕費、機械器具費、 設住宅等整

＊1事務費、公共施設用地取得費 備費

予定される補 助 限度額＝公共用地の増分の用地費×２／３＊２

減価補償費＋公共施設整備費(移転補償費 を含＊3

の80％限 度 額 む)
＋立体換地建築物工事費

＊5(共同施設の工事費等を限度) 左記に同じ
＋公益施設等 用地上の従前建築物等＊4

の移転補償費
＋電線類地下埋設施設整備費
＋公開空地整備費

補助限度額と別枠で補助。＊１

施行後の公共用地率が15％を超える場合のみ対象とし、施行前の公共用地率が15％を下回＊２

る場合は、施行前を15％又は土地所有者の自助努力によりセットバック（幅員４ｍを確保
した状態。ただし過小宅地は除く。）するとして算定した公共用地率とする。なお、公益
施設の整備が図られることが確実な場合は、道路用地について全額算入する。また、一定
の要件を満たす公開空地は公共用地とみなす。
仮設建築物整備費を含む（公共施設整備に係る移転補償費相当額を限度）。＊3

一定の住宅、認定基本計画 に位置付けられた商業活性化施設、公益施設（教育文化施設、＊4 ※

医療施設等については、認定基本計画 に位置付けられたものに限る）、立体換地建築物及※

び耐火建築物（避難路等沿道耐火建築物、不燃領域率40％を確保するために最低限必要と
※中心市街地活性化法に基づき認定される基本計画なる耐火建築物）

公共用地の増分の用地費については、施行前15％みなしをせず、２／３を乗じない。また、＊5

商業活性化施設用地上の従前建築物等の移転補償費は算入しない。



ハ．事業を実施する者

｢都市再生事業計画案作成事業｣

・原則として施行予定者（ただし、重要な公共施設の整備が予定される事業につ

いては施行予定者に関わらず地方公共団体が事業主体となることができる。）

｢都市再生土地区画整理事業｣及び｢被災市街地復興土地区画整理事業｣

・地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、土地区画整理組合、区画整理会社、

個人施行者(３人以上の地権者による共同施行者、公的同意施行者に限る) 等

｢緊急防災空地整備事業｣

・地方公共団体

｢都市再生区画整理統合補助事業｣

・地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 等

ニ．補 助 率

都市再生事業計画案作成事業(重点地区)

都市再生土地区画整理事業 (重点地区)
１/２：

被災市街地復興土地区画整理事業

緊急防災空地整備事業

都市再生事業計画案作成事業(一般地区)
１/３：

都市再生土地区画整理事業 (一般地区)

ホ．都市再生区画整理統合補助事業（統合補助金制度）

・ 複数の事業で構成される総合的なプロジェクトに一括して配分し、具体の配分等

は統合補助事業計画の範囲内で事業主体の裁量に委ね、事業執行の自由度を拡大。

・ 統合の対象は、都市再生区画整理事業の４事業の全てとする。

(5) 概算要求額

(単位：百万円)

２０年度要求額(A) 前 年 度 ( B ) 倍率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

都市再生区画整理事業 12,354 5,500 8,291 3,691 1.49 1.49

※この他、まちづくり交付金による都市再生区画整理事業の推進が可能。



３．都市再開発支援事業

(1)目的

地域の拠点となる中心市街地の商業地等の活性化を図る観点から、総合的な

整備計画に基づき、市街地再開発事業など各種の事業により都市計画道路等と

一体となった総合的な再開発を推進することを目的とする。

（２）概要

①事業概要

イ．地域の活性化を必要とする地区について、市町村が地区再生計画及び街区

整備計画を策定する。

ロ．イの計画に基づき市街地再開発事業等を実施するとともに、関連する立体

的な遊歩道、駐車場の整備等を順次進め、地区全体の整備プログラムに則

った総合的な再開発を推進する。

②補助対象

イ．地区再生計画作成費、コーディネート業務に要する費用及び街区整備計画

作成費

ロ．街区整備計画に基づく公開空地、市街地再開発事業を核とし一体的に整備

される立体的遊歩道、人工地盤等、駐車場等の整備に要する費用

ハ．市街地再開発事業の実施により、用途適正配置の観点から施行区域外に代

替整備される住宅等の整備費

（３）新規事項等

① 事業主体に土地区画整理事業等の関係主体を追加する。

② 市街地再開発事業、土地区画整理事業等で整備される公共施設や施設建築物等

の適切な管理運営に向けた計画の策定、まちづくり活動に対する支援を追加す

る。

地区再生計画
及び街区整備計画の
作成費に対する補助

公開空地・人工地盤等の
整備費に対する補助

市街地再開発事業

人工地盤・立体的遊歩道

公開空地

連続的に行われる
市街地再開発事業

鉄道駅

市街地再開発事業

地区再開発事業

地区再生計画区域

街区整備計画区域

ソフト支援措置

ハード支援措置

駐車場の
整備費に対する補助

事業の初動期からの
総合コーディネート業務に

対する補助

地区再生計画
及び街区整備計画の
作成費に対する補助

公開空地・人工地盤等の
整備費に対する補助

市街地再開発事業

人工地盤・立体的遊歩道

公開空地

連続的に行われる
市街地再開発事業

鉄道駅

市街地再開発事業

地区再開発事業

地区再生計画区域

街区整備計画区域

ソフト支援措置

ハード支援措置ハード支援措置

駐車場の
整備費に対する補助

事業の初動期からの
総合コーディネート業務に

対する補助



４．まちづくり交付金

（１）事業概要

① 目 的：

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを

実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の

質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。

② 概 要：

市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当す

るために交付する交付金である。

1) 都市再生整備計画の作成

市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するため

に実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成。

2) 交付金の交付

国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合し

ている場合、交付金を年度ごとに地区単位で一括交付。

3) 事後評価

国は、交付期間終了時、市町村に目標の達成状況等に関する事後評価を

求めることとし、その結果等について確認し公表。

③ 交付対象：

都市再生整備計画に位置付けられた街づくりに必要な幅広い施設等を対象。

・道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、

土地区画整理事業、市街地再開発事業 等

・地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等

・市町村の提案に基づく事業、各種調査や社会実験等のソフト事業

概ね３～５年④ 交付期間：

事業費に対して概ね４割（交付金額は一定の算定方法により算出）⑤ 交付率：

まちづくり交付金イメージ ：　市町村の提案による事業：　市町村の提案による事業

下水道の整備下水道の整備

地域防災施設の整備地域防災施設の整備

公営住宅の整備公営住宅の整備
土地区画整理事業土地区画整理事業

共同駐車場の整備共同駐車場の整備 市街地再開発市街地再開発 駅前広場・歩行者デッキの整備駅前広場・歩行者デッキの整備

交流センターの整備交流センターの整備

道路の整備道路の整備

空き店舗活用事業空き店舗活用事業

歩行者空間の整備歩行者空間の整備

都市再生整備計画区域
都市再生整備計画区域

河川の整備河川の整備

公園の整備公園の整備

高齢者向け優良賃貸住宅の整備高齢者向け優良賃貸住宅の整備



（２）土地区画整理事業実施地区におけるまちづくり交付金の活用

土地区画整理事業は、行政・住民等が協力してまちづくりの計画を定めた上

で、都市基盤の整備、市街地環境の改善等を行う事業手法であり、まちづくり

交付金による事業の中心となることが考えられる。

また、中心市街地の活性化や密集市街地の解消、スプロール市街地の整備改

善等を目的とした既成市街地の再生を図る土地区画整理事業は、まちづくり交

付金と連携して一体的・総合的に実施することにより、安心・快適で活力ある

まちづくりを推進することができる。

（３）概算要求額

(単位：百万円)

20年度要求額 (A) 前 年 度 (B) 倍率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

まちづくり交付金 (25,000) (10,000)

710,000 278,000 612,000 243,000 1.16 1.14

（注）上段（ ）外書は、重点施策推進要望である。

（４）新規要求事項

地域の創意工夫を活かした全国都市再生の推進をより一層図るため、まちづく

り交付金の事業規模の拡大を図る。

○まちづくり交付金による協働・連携事業への支援の強化
①官民協働事業への支援
・都市再生特別措置法に位置づけられた市町村都市再生整備協議会が行う事業

をまちづくり交付金で支援。

・協議会は市町村単独では困難な官民協働事業を実施。

②複数市町村の連携事業への支援

・複数市町村が共同で作成した複数の都市再生整備計画を一括採択。

・一括採択した複数の都市再生整備計画について、交付限度額の算定に当たっ

ても一体の計画と見なす。

○歴史・文化を活かしたまちづくり支援

国の認定を受けた歴史的環境保全整備計画に基づく事業を行う一定の要件を満
たす地区については、歴史的環境の保全及び整備による魅力的なまちづくりが行
われることから、基幹事業に古都保存事業や緑地保全事業等を追加し、市町村の
創意工夫をより一層活かした取組を支援する。



５．先導型都市環境形成総合支援事業

ＣＯ 排出量が伸び続ける都市部への対策として、今後は都市政策として包括的２

な環境対策に取り組むことが急務である。このため、新たな支援策として、先導型

都市環境形成総合支援事業を創設する。

（１）エコまちネットワーク整備事業

①目 的

多くの都市開発が予想される都市再生緊急整備地域において、都市開発と一体的

に環境負荷の削減対策を行うことにより、効果的・効率的に都市環境の改善を図る。

②概 要

都市再生緊急整備地域内において、都市環境負荷削減プログラムを策定・公表す

る場合に、都市環境の改善を図るための施設整備等に要する費用を補助する。

◇国庫補助採択基準

①プラント連携施設又は都市排熱処理施設であること

②都市再生緊急整備地域内で実施するものであること

③都市環境負荷削減プログラム策定区域の面積が５ｈａ以上であること、又

は、延べ床面積１５万㎡以上であること

④都市環境負荷削減プログラムに位置付けられた施設であること

⑤都市計画決定された施設であること

⑥都市計画事業と一体的に整備される施設であること

◇補助対象

①都市環境負荷削減プログラムの策定に要する費用

②都市環境負荷削減プログラムに位置付けられた施設の整備費用

・複数の熱供給プラントを連携するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

◇補助対象事業者

地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、民間事業者（間接補助）

◇補助率 １／３

（単位：百万円）③概算要求額

20年度要求額 (A) 前 年 度 (B) 倍 率 (A/B)

区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

エコまちネットワーク整備事業 3,600 1,200 510 170 7.06 7.06

（注）街路課所管分を含む。



④新規事項

先導型都市環境形成総合支援事業に位置づけられた場合は、民間の取組に対する

支援を含め、次の特例を設ける。

イ．地区要件の緩和

地 区 要 件

現 行 ： 都市再生緊急整備地域内

特 例 ： 無し

ロ．補助対象施設の拡充

補助対象施設

現 行：・プラントの連携又は都市排熱の処理に資する熱導管の整備

特 例：・熱導管の整備

・熱供給プラントの整備・更新

・建物側エネルギー受入施設の整備

（２）新たな支援制度の創設

地区・街区レベルの包括的な都市環境対策を推進するため、行政、民間

事業者の取組を包括的に定めた都市環境対策にかかる計画に基づく事業、

取組に対し、所管事業の実施と連携し、コーディネート支援や実証実験等

を支援する事業制度を創設する。

プラント連携型

複数の熱供給プラン
トを連携することによ
り、CO2排出量の削

減や都市排熱を縮減
し、都市環境の改善
を図る。

都市排熱処理型

冷房排熱等を河
川・下水等に放出
することにより、
ヒートアイランド現
象の緩和を図る。

都市環境負荷削減プログラムの策定・公表

都市再生緊急整備地域内において、今後の都市開発も見据えた熱導管等の整備計画及びCO2削減量等

の整備効果を策定・公表

エコまちネットワーク整備事業

河川・海水

下水

熱供給プラント

熱供給エリア

熱供給エリア

熱供給エリア

熱供給エリア

プラグラムに位置付けられた熱導管等の整備

プログラムに位置付けられた施設のうち、都市計画決定され、都市計画事業と一体的に整備される施設に
ついて整備費用を助成



環境に配慮した都市のあり方について

京都議定書の6%削減の約束期間を来年度に控えているが、我が国のＣＯ 排出量は依然として増２

加し続けており、削減達成が困難な状況である。また近年はポスト京都議定書の議論も始まり、

抜本的な削減が求められている。このような流れを受け、社会資本整備審議会「新しい時代の都

市計画はいかにあるべきか。（第二次答申）」においても地球環境問題等への対応が盛り込まれ

るなど、今後は環境に配慮した都市づくりが重要となっている。

◆都市におけるCO2排出量の現状

我が国のＣＯ 総排出量のうち、約1/2が主として都市活動に起因しており、このＣＯ 排出量２ ２

は顕著に増大する一方で、吸収源となる都市部のみど

りは減少している。

部門別二酸化炭素排出量の推移

我が国の部門別の二酸化炭素排出量（2005年度）

横浜市における緑地（樹林地、農地、草地）の推移

◆都市と環境に関連する最近の議論

○21世紀環境立国戦略の策定

安倍首相の提案により、国内外挙げて取り組むべき環境政策の方向を明示し、今後の世界

の枠組み作りへ我が国として貢献する上での指針として「21世紀環境立国戦略」が今年6月1

日に閣議決定されたところである。この中で、今後1・2年に着手すべき戦略の中に「環境に

配慮した美しい都市（まち）づくり」として、世界最先端の環境モデル都市づくりが位置づ

けられている。

○京都議定書目標達成計画の見直し

京都議定書の6%削減約束を確実に達成するための指針として、平成17年4月28日に京都議定

書目標達成計画が閣議決定されており、この中には、エネルギーの面的利用等を通じて都市

のエネルギー環境を改善し、省ＣＯ 型の都市づくりを行うことが位置づけられている。２

また今年度は、中央環境審議会・産業構造審議会・社会資本整備審議会等において、同計

画の見直しを議論しているが、その中間取りまとめ等においても、引続き、エネルギーの面

的利用や省ＣＯ 型の都市づくりは重要課題として位置づけられている。２

○国際的な議論

今年度の主要国首脳会議（ハイリゲンダム・サミット）においては、温室効果ガス排出削減

の長期目標について、「2050年までに排出量を少なくとも半減させることを真剣に検討す

る。」との合意にいたっており、これを受け、来年度我が国で開催される洞爺湖サミットの

中では、京都議定書の後の国際的枠組みづくり（ポスト京都議定書）が主要議題として議論

されることが予想されている。

民生部門民生部門

3131％％ 18%

13%

4%
3%

6%

35%

業務その他

家庭

工業プロセス 廃棄物
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６．都市開発資金による無利子貸付金（土地区画整理事業資金融資）

（１）概 要

宅地の供給や都市の再生に資する土地区画整理事業を施行する組合等の

事業に要する費用及び施行者から保留地を取得して運営する一定の法人

（保留地管理法人）等の保留地取得に要する費用に対する無利子貸付けを

行うことにより、組合等の金利負担の軽減や保留地処分の促進を図り、も

ってこれら土地区画整理事業を推進する。

＜無利子貸付金制度のスキーム＞

社会資本整備事業特別会計：業務勘定

事業資金貸付金 保留地取得資金貸付金

・保留地処分までの「つなぎ資金」の確保 ・公募で売却できない保留地の早期売却
・金利負担の軽減 ・事業費確保の早期化による事業の早期終息

貸付けに必要な額の1/2 事業に要する費用の1/4 貸付けに必要な額の1/2

貸 貸
貸

付 付
無利子 無利子

地 方 公 共 団 体 地 方 公 共 団 体

事業に要する費用の1/2 保留地取得費の1/2

貸 付 貸

付 付
無利子 無利子 無利子

土地区画整理組合 地 方 公 共 団 体 保 留 地 管 理 法 人
区 画 整 理 会 社 等 区 画 整 理 会 社

組合事業を引き継ぐ

場合に限る

（２）新規要求事項

事業の資金需要に安定的に応えることを可能とする無利子貸付制度の拡充●

土地区画整理事業の資金需要に安定的に応えることを可能とするため、

地方公共団体の無利子貸付けを前提とせず、土地区画整理組合等に対して、

国が指定する機関を通じて貸付けを行うスキームを追加する。

（３）概算要求額

（単位：百万円）

20年度要求額(A) 前 年 度 (B) 倍 率 (A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

都市開発資金貸付金

―土地区画整理事業資金融資 12,788 0 10,682 0 1.20

事業費：地方公共団体から組合等への貸付額(このうち２分の１を国から地方公共団体に貸付け)

国 費：一般会計からの繰入額



（３）無利子貸付金の貸付け要件等

★施行地区要件等（事業資金貸付金・保留地取得資金貸付金に共通）
 

  市街地要件等 施行面積 整備される道路の要件 

施行後

の公共

用地率

 

◎次のいずれにも該当 

①ＤＩＤ内またはこれに隣接する区域内 

②住居系用途地域、商業系用途地域又は工業系用途地域の区域内 

 

都市整備型 

◎次のいずれかに該当する道路を含む 

①幅員９ｍ以上 

②幅員６ｍ以上 

（防災や市街地の計画的な整備改善に資す

る道路を整備する場合。 

ただし、施行面積５ha 以上の地区は幅員

８ｍ以上） 

15%以上

  

  
景観計画区域設定型 

◎次のいずれにも該当 

① 0.4ha 以上 

② 200／容積率(%) ha 以上 

例：容積率が 400%の場合、0.5ha 以上 

 

 

 幅員６ｍ以上の道路を含む 

（施行面積５ha 以上の地区は幅員８ｍ以上）
15%以上

既
成
市
街
地 

 

市街地再開発事業区設定型 

高度利用推進区設定型 

◎次のいずれにも該当 

① 0.2ha 以上 

② 100／容積率(%) ha 以上 

例：容積率が 400%の場合、0.25ha 以上

幅員６ｍ以上の道路を含む 

（施行面積５ha 以上の地区は幅員８ｍ以上）
15%以上

 

◎次のいずれかに該当 

① 新たに造成される住宅市街地の面積が施行地区の大部分（概ね 70%以上）を占める 

② １住区以上の住宅市街地が新たに造成される 

 
都市整備型 幅員 12ｍ以上の道路を含む 

22%以

上 

新
市
街
地 

 
景観計画区域設定型 

５ha 以上 

幅員８ｍ以上の道路を含む 
22%以

上 

 

 事業資金貸付金 保留地取得資金貸付金 

貸付対象者 ・土地区画整理組合（事業計画認可前に設立された
組合を含む） 

・個人施行者（施行地区内に２人以上の権利者が存
する場合であり、かつ既成市街地のみ） 

・区画整理会社 

・地方公共団体（組合事業を引き継ぐ場合のみ） 

保留地管理法人（次のいずれかに該当） 
①施行者、組合員又は区画整理会社の議決権を有する者

（地権者に限る）の出資割合が 1/2 超（公共団体施行
は 1/4 超） 

②個人施行者、組合員、区画整理会社の議決権を有する
者（地権者に限る）又は区画整理会社と地方公共団体
の出資割合が合わせて 1/2 超 

・区画整理会社 

貸付者 地方公共団体 地方公共団体 

貸付額 ・貸付額＝貸付対象額の 1/2 以内（うち 1/2 以内を
国が貸付）組合事業を引き継いだ地方公
共団体に対して貸付対象額の 1/4 以内を
国が貸付 

・貸付対象額＝土地区画整理事業に要する費用（引
き継ぎに要する費用を含む、ただし、
引き継ぎの場合は限度額の対象外と
する） 

・貸付対象額の限度＝ 
（貸付単価×施行面積）＋事務費 

・貸付単価 
［平 坦 地］１０，１００円／㎡ 
［丘 陵 地］１６，７００円／㎡ 
［都心部等］７５，２００円／㎡ 

・貸付額＝貸付対象額の 1/2 以内（うち 1/2 以内を国が
貸付） 

・貸付対象額＝保留地の取得に要する費用、ただし、区
画整理会社が引き続き保留地を管理処分
する場合には、未処分保留地価格を保留
地取得に要する費用とする 

貸付利率及び

償還方法等 

貸付利率：無利子 
償還期間：８年以内(10 年以内) 
据置期間：６年以内(8 年以内) 
償還期限：組合設立後若しくは施行認可後１０年以

内又は事業計画の見直し後１０年以内 
償還方法：均等半年賦償還 
※（ ）内は事業計画認可前に設立された組合 

※引き継ぎの場合の償還期間及び据置期間は、当初

の貸付からの年数 

貸付利率：無利子 
償還期間：２５年以内 
据置期間：１０年以内 
償還方法：均等半年賦償還 

施行地区要件 ★   印   を   参   照 



７．都市開発事業調査

（１）目 的

我が国の経済が持続的に発展していくよう、経済活動の基盤であり、かつ多く

の国民の生活の拠点となっている都市を魅力と国際的競争力を備えたものに再生

することを目的として、都市再生推進のための事業実施及び事業制度の検討に係

る調査を行う。

市街地整備課においては、多様で柔軟な土地区画整理事業の推進方策の検討調

査を行う。

（２）概 要

多様で柔軟な土地区画整理事業の推進方策の検討調査 [新規]

経済活動の基盤であり、多くの国民の生活拠点である都市において、これま

での市街地整備手法は、事業の積み重ねの中で画一的な運用が行われてきた側

面がある。

今後は、増大が見込まれる老朽集合住宅等の建替や、地籍混乱地区での地籍

整備等にも面的整備手法の活用が有効であり、柔軟な活用が求められる。その

ため、柔軟な区域界の設定や公共減歩を行わない土地区画整理事業など、多様

で柔軟な土地区画整理事業の推進方策について検討する。

（３）概算要求額

（単位：百万円）

20年度要求額(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)
区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

都市開発事業調査 24 24 24 24 1.00 1.00



８．政策金融

日本政策投資銀行の地域社会基盤整備融資制度における地域社会基盤整備

事業の一環としての地域冷暖房施設に係る低金利融資により、地域冷暖房の

整備を推進する。

（参考）地域冷暖房施設に関連する融資概要（平成１９年度）

対 象 事 業 政策金利 融資比率

地域冷暖房 Ⅰ ４０％
熱供給事業法に基づく地域冷暖房施設

未利用エネルギー（工場等の廃熱、河川水・下水等の Ⅱ ４０％
温度差エネルギー等）を活用するもの

９．税制

平成２０年度土地区画整理事業関連の税制改正要望については、以下に掲
げる拡充措置を要望する。

○換地の取得等に対する非課税措置の拡充
換地の取得等として非課税とされる対象に従前家屋の除却の日又は仮換
地の使用収益開始の日から２年以内に仮換地又は換地の上に代替家屋を
取得した場合（従前家屋の価額相当分を超える部分を除く。）を追加。



土地区画整理事業関係税制の概要

フロー 内 容

・ 個人、組合及び会社施行土地区画整理事業において、一定の宅地造成

用地の先行取得 を行う個人又は法人に対し土地等を譲渡した場合の譲渡所得課税の軽減

（1,500 万円控除）（区画整理会社に譲渡する場合、区画整理会社の株

主等を除く。）（租特§34の２②三、65の４①三）

・ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課

税の軽減（区画整理会社に譲渡する場合、区画整理会社の株主等を除

く。）（租特§31の２②十二・十五、62の３④十二・十五）

・ 公共団体等施行土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合の譲

渡所得課税の軽減（2,000 万円控除）（租特§34②一、65の３①一）

・ 再開発法、大都市法、拠点都市法による促進区域内の土地の買取りの

都市計画の決定 対価に係る譲渡所得課税の軽減（1,500 万円控除）

（租特§34の２②二十、65の４①二十）

・ 事業施行のため必要な登記に係る登録免許税の非課税（登法§５六）

・ 減価補償金を交付すべきこととなる場合において公共施設充当用地と

事業計画の決定 して土地等を譲渡した場合の譲渡所得課税の軽減

（代替資産取得の特例又は5,000 万円控除）

（租特§33①三の五、33の４、64①三の五、64の２、65③、65の２①）

・ 一定の期間内に土地区画整理事業により特定市街化区域農地の計画的

宅地化を図る場合の固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等（地

附§29の５①・③）

・ 地区整備計画等が策定され、かつ土地区画整理事業が行われる区域内

の特定市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税の減額（地附§

29の６）

・ 個人施行者又は施行者との契約に基づきその施行者に代わって土地区

画整理事業を実施する優良宅地造成事業者が施行地区内に有する1,000

㎡以上の一定の棚卸資産に係る地価税の軽減（地価税５分の１特例）（

租特§71の７①二）→（当分の間、凍結）

・ 仮換地指定後３年以内に住宅用地として譲渡した場合で、一定の住宅

建設を行う個人又は法人に対して土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

課税の軽減（租特§31の２②十七、62の３④十七）

仮換地の指定、 ・ 仮換地及び保留地予定地に係る固定資産税及び特別土地保有税の課税

使用収益の停止 対象者の特例（地方§343⑥、585⑤）

→（特別土地保有税については当分の間、凍結）

・ 仮換地、保留地予定地又は参加組合員取得予定地を取得した場合の不

動産取得税のみなし取得の特例（地方§73の２⑪・⑫）

・ 仮換地の指定があった場合の地価税の課税価格の計算の特例

（地価§20）→（当分の間、凍結）

・ 使用収益が停止されている土地に係る特別土地保有税の非課税

（地方§587の２）→（当分の間、凍結）

・ 建築物等の移転補償費における総収入金額不算入（換地不交付に伴う

移転補償金については、区画整理会社の株主等を除く）（所得§44）



フロー 内 容

・ 建築物等の除却（対価）補償費についての譲渡所得課税の軽減（代替

建築物等の移転 資産取得の特例又は5,000 万円控除）（換地不交付により転出する区画

又は除却 整理会社の株主等を除く）

（租特§33③二、33の４、64②二、64の２、65③、65の２）

・ 換地処分による従前地の譲渡についての譲渡所得に係る所得税等の課

税の特例（租特§33の３①、33の６、65①三）

換 地 処 分 ・ 換地処分による従前地の譲渡についての事業所得等に係る所得税等の

課税の特例（租特§28の４③三、63③三）

・ 換地処分による換地の取得及び施行者の保留地（大都市法、拠点都市

法、中心市街地活性化法、バリアフリー法）の取得に対する不動産取得

税、特別土地保有税（取得分）の非課税（参加組合員が取得する宅地に

係るものを除く）（地方§73の６③、587） →（特別土地保有税につい

ては当分の間、凍結）

・ 従前地が非適用土地であった場合における換地及び保留地に係る特別

土地保有税（保有分）の非課税（地方§587） →（当分の間、凍結）

・ 利便施設等の用に供する土地を施行者から取得した場合の特別土地保

有税の非課税（地方§586②） →（当分の間、凍結）

・ 換地又は保留地に係る固定資産税の課税対象者の特例（地方§343⑥）

換地処分に伴う ・ 換地処分に伴う登記に係る登録免許税の非課税（同意施行者が取得す

登 記 る保留地、参加組合員が取得する宅地及び保留地の処分に係るものを除

く）（登法§５六）

・ 事業の施行に伴う地番変更の登記に係る登録免許税の非課税

（登法§５五）

清算金の徴収交 ・ 清算金及び減価補償金に係る譲渡所得課税の軽減（代替資産取得の特

付、減価補償金 例又は5,000 万円控除）（換地不交付の場合の清算金については、区画

の交付 整理会社の株主等を除く）

（租特§33①三、33の４、64①三、64の2、65③、65の２）

・ 組合、会社又は公共団体等施行の土地区画整理事業で、既存不適格建

築物等の存する一定の宅地について土地区画整理法§90により換地不交

付とされた場合の清算金に係る譲渡所得課税の軽減（換地不交付の場合

の清算金については区画整理会社の株主等を除く）（1,500万円控除）

（租特§34の２②二十一、65の４①二十一）

・ 過小宅地として換地不交付とされた場合に取得する代替不動産に係る

不動産取得税の課税標準の特例（地方§73の14⑩）

宅 地 の 分 譲 ・ 換地処分に伴い特別勘定を設けた場合の特例（租特§65③、64の２）

・ 優良宅地の分譲についての事業所得等に係る所得税等の特例

（租特§28の４③五・七、63③五・七）

・ 宅地開発税の免除（地方§703の３③）

・ 大都市法、拠点都市法、中心市街地活性化法、バリアフリー法、被災

市街地法による同意保留地の対価に係る譲渡所得課税の軽減（1,500万

円控除）（租特§34の２②二十、65の４①二十、阪§13③、19③）

※ 土地区画整理組合は、所得税、法人税、住民税、事業税、地価税、印紙税について非課税



１０．地方債

地方債制度は、地方公共団体における、より確実な財源措置を可能とするもの

であり、国庫補助金と相まって、事業の円滑な推進に寄与している。

（参考）土地区画整理事業に関する起債制度（平成１９年度）

充当率（％）区 分 内 容

【道路特会補助】一般公共事業債
○都道府県施行の補助対象事業費の都道府県負担額 ９０
○市町村・政令市施行の補助対象事業費の市町村・政令市負担額 ５５
○被災市街地復興推進地域における公共団体施行の補助対象事業 ９０

費の公共団体負担額

【一般会計補助】一
○都道府県施行の都市再生土地区画整理事業（重点地区に限る。） ９０

般 における補助対象事業費の都道府県負担額
○市町村・政令市施行の都市再生土地区画整理事業（重点地区に ５５

会 限る。）における補助対象事業費の市町村・政令市負担額
○公共団体施行の被災市街地復興土地区画整理事業における補助 ９０

計 対象事業費の公共団体負担額

【道路特会補助】債 教育・福祉施設
等整備事業債 ○組合等施行の補助対象事業費の都道府県・政令市負担額 ７０

○組合等施行の補助対象事業費の市町村負担額 ７５

【一般会計補助】
○都道府県・政令市施行又は組合等施行の都市再生土地区画整理 ７０

事業、被災市街地復興土地区画整理事業、緊急防災空地整備事
業における補助対象事業費の都道府県・政令市負担額

○市町村施行又は組合等施行の都市再生土地区画整理事業、被災 ７５
市街地復興土地区画整理事業、緊急防災空地整備事業における
補助対象事業費の市町村負担額

【都市開発資金】※
○組合等に対する事業資金等の貸付事業に係る都道府県・政令市 ７０

負担分
○組合等に対する事業資金等の貸付事業に係る市町村負担分 ７５

【臨時地方道整備事業】一般単独事業債
○地方道路整備臨時交付金に係る公共団体単独負担金 ９５

（道路整備費に係る分のみ）
○地方道路整備臨時交付金のうち地方特定道路整備事業に係る公 ９０

共団体負担分
（道路整備費に係る分のみ）

公 宅地規模適正化 宅地規模適正化のための土地の先行取得事業 １００
営 事業
企 市街地宅地利用 公益・業務施設用地の確保のための用地の先行取得事業 １００
業 促進事業
債 宅地造成事業 宅地造成を目的とする事業 １００

国が必要額の枠 土地区画整理組 地方公共団体が、組合等に対して行う事業資金等の貸付事業
1/2又は1/４以外 合等貸付金 地方公共団体が、組合から事業を引き継いで行うこととなった事
内を貸付債 業に要する資金の貸付事業

※平成１９年度より、新規に起債対象として認められたところである。



国際協力について

区画整理は、都市整備の分野における我が国の国際貢献の柱となっており、ＪＩＣＡによる

国際協力を軸としつつ、以下のような国際協力業務を推進している。

（１）ＪＩＣＡプロジェクト方式技術協力

タイ国の実状にあった都市整備手法の開発、都市開発に関する研修コースの創設等を

目的として、平成１１年６月より６年間、専門家の派遣、機材の供与、カウンターパー

トに対する研修等を総合的に実施した。この協力の成果として、タイ国は、平成１６年

１２月に区画整理法を制定した。

また、平成１７年５月より４年間の予定で「土地区画整理促進プロジェクト」を実施

している。新プロジェクトは、制定された区画整理法の政省令や技術基準等の策定、事

業の普及促進を目的とし、専門家の派遣、カウンターパートに対する研修、パイロット

プロジェクトに対する支援等を総合的に実施するものである。平成１９年８月末現在、

３名の長期専門家を派遣している。

（２）日本でのＪＩＣＡ研修の実施

日本の都市整備及び区画整理を開発途上国に広く普及させるため、集団研修（都市整

備コース）を実施している。

事業促進のための協議会等

○全国土地区画整理事業推進協議会

加盟団体が協力して、土地区画整理事業を積極的に拡大推進するため、事業に関する啓蒙

宣伝並びに予算の拡大・制度の改善等に係る政府その他への要請等を行う。

・設立…平成４年８月

・会員…４３都道府県、１５政令指定都市、４法人

（http://www.shigaichiseibi.jp/）○市街地整備促進協議会

市街地整備に関する理念、計画、事業等について、会員相互の情報交換、調査、研究等を

行うことにより、市街地整備の円滑な促進を図る。

・設立…平成１４年７月

・正会員…８７市区町

・特別会員…５０都道府県、独立行政法人都市再生機構等

※都市拠点整備促進全国協議会、都市イベント推進協議会、既成市街地区画整理促進協議会

の３協議会が発展的に統合。

※事務局 長野市駅周辺整備局 TEL 026-224-5194


